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◇報告の怠りによるランクダウン(90 日間)となってしまう例 

減点の事実発生日 

例：重機の処分 等 

 

R4.6.15 

 

R4.7.15 

 

定期再算定 

受付期間終了 

（30 日間） 

 

※30 日後、定期再算定の受付期間終了日を 

過ぎるまで減点の申請を怠っていると、 

90 日間のランクダウン対象となります。 

※事実発生日から 30 日間以内に 

減点の申請をしてください。 

申請 申請 

申請期限 

 

R4.10.31 

 


